
「市民税・県民税 税額（納税）決定

通知書」の見本

（６月頃に送付）

※すべての額の合計です。

①同一世帯の後期高齢者のうち、住民税の課税所得（課税標準額）が最

大の方の課税所得（課税標準額）が１４５万円以上であれば３割、２８

万円以下は１割になります。

②２８万円以上１４５万円未満の方については、「年金収入＋その他の

合計所得金額」を確認します（年金以外に収入がなければ、年金収入額

を確認します）。


